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デ
ジ
タ
ル
庁

○

令
第

号

総

務

省

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
及
び
住
民
基
本
台
帳
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
三
十
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を

識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
十
九
条
第
八
号
及
び
別
表

の
規
定
に
基
づ
き
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
の
主

務
省
令
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
命
令
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に

関
す
る
法
律
第
十
九
条
第
八
号
に
基
づ
く
利
用
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年

月

日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

総
務
大
臣

村
上
誠
一
郎

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
の
主
務
省
令
で
定

め
る
事
務
を
定
め
る
命
令
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す

る
法
律
第
十
九
条
第
八
号
に
基
づ
く
利
用
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令



- 2 -

（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
の
主
務
省
令
で
定
め

る
事
務
を
定
め
る
命
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
の
主
務
省
令
で

定
め
る
事
務
を
定
め
る
命
令
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
・
総
務
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に

二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規

定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応

す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
十
条
の
二

法
別
表
十
四
の
三
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
十
条
の
二

法
別
表
十
四
の
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

第
十
条
の
十

法
別
表
十
九
の
五
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

一

獣
医
師
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
三
条
の
獣
医
師
の
免
許
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申

請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

二

獣
医
師
法
に
よ
る
獣
医
師
免
許
証
に
関
す
る
事
務

三

獣
医
師
法
第
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
獣
医
師
の
免
許
の
取
消
し
又
は
業
務
の
停
止
に
関
す
る
事
務

四

獣
医
師
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
農
林
省
令
第
九
十
三
号
）
第
三
条
第
一
項
の
獣
医
師
の
登
録
事
項

の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す

る
事
務

五

獣
医
師
法
施
行
規
則
第
五
条
の
獣
医
師
の
死
亡
等
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の

審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

第
十
条
の
十
一

法
別
表
十
九
の
七
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
十
条
の
十

法
別
表
十
九
の
五
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

第
十
条
の
十
二

法
別
表
十
九
の
八
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
十
条
の
十
一

法
別
表
十
九
の
六
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

第
十
条
の
十
三

法
別
表
十
九
の
九
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
十
条
の
十
二

法
別
表
十
九
の
七
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

第
十
五
条
の
二

法
別
表
二
十
三
の
五
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
十
五
条
の
二

法
別
表
二
十
三
の
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
十
六

略
］

［
一
～
十
六

同
上
］

第
十
五
条
の
三

法
別
表
二
十
三
の
六
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
十
五
条
の
三

法
別
表
二
十
三
の
三
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
八

略
］

［
一
～
八

同
上
］

第
十
五
条
の
四

法
別
表
二
十
三
の
七
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
十
五
条
の
四

法
別
表
二
十
三
の
四
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

第
十
五
条
の
五

法
別
表
二
十
三
の
八
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
十
五
条
の
五

法
別
表
二
十
三
の
五
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］
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第
十
七
条
の
二

法
別
表
二
十
五
の
三
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
十
七
条
の
二

法
別
表
二
十
五
の
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

第
十
七
条
の
三

法
別
表
二
十
五
の
四
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
十
七
条
の
三

法
別
表
二
十
五
の
三
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

第
十
八
条
の
二

法
別
表
二
十
七
の
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
の
う
ち
、
経
済
産
業
大
臣
に
係
る
も
の

［
新
設
］

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
二
十
九
条
第
三
項
の
高
圧
ガ
ス
製
造
保
安
責

任
者
免
状
（
同
条
第
一
項
の
甲
種
化
学
責
任
者
免
状
、
甲
種
機
械
責
任
者
免
状
及
び
第
一
種
冷
凍
機
械
責
任

者
免
状
に
限
る
。
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
交
付
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て

の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

二

高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
三
十
条
の
高
圧
ガ
ス
製
造
保
安
責
任
者
免
状
又
は
高
圧
ガ
ス
販
売
主
任
者
免
状
の
返

納
に
関
す
る
事
務

三

高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
高
圧
ガ
ス
製
造
保
安
責
任
者
試
験
（
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項

の
甲
種
化
学
責
任
者
免
状
、
甲
種
機
械
責
任
者
免
状
又
は
第
一
種
冷
凍
機
械
責
任
者
免
状
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
の
受
験
願
書
の
受
理
、
そ
の
受
験
願
書
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
受
験
願
書
に
対
す

る
応
答
に
関
す
る
事
務

四

高
圧
ガ
ス
保
安
法
に
基
づ
く
高
圧
ガ
ス
製
造
保
安
責
任
者
試
験
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商

産
業
省
令
第
五
十
四
号
）
第
二
条
第
三
号
の
高
圧
ガ
ス
製
造
保
安
責
任
者
免
状
の
再
交
付
の
申
請
の
受
理
、

そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

２

法
別
表
二
十
七
の
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
の
う
ち
、
都
道
府
県
知
事
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

一

高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
二
十
九
条
第
三
項
の
高
圧
ガ
ス
製
造
保
安
責
任
者
免
状
（
同
条
第
一
項
の
乙
種
化
学

責
任
者
免
状
、
丙
種
化
学
責
任
者
免
状
、
乙
種
機
械
責
任
者
免
状
、
第
二
種
冷
凍
機
械
責
任
者
免
状
及
び
第

三
種
冷
凍
機
械
責
任
者
免
状
に
限
る
。
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
高
圧
ガ
ス
販
売
主
任
者
免
状

の
交
付
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す

る
事
務

二

高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
三
十
条
の
高
圧
ガ
ス
製
造
保
安
責
任
者
免
状
又
は
高
圧
ガ
ス
販
売
主
任
者
免
状
の
返

納
に
関
す
る
事
務

三

高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
高
圧
ガ
ス
製
造
保
安
責
任
者
試
験
（
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項

の
乙
種
化
学
責
任
者
免
状
、
丙
種
化
学
責
任
者
免
状
、
乙
種
機
械
責
任
者
免
状
、
第
二
種
冷
凍
機
械
責
任
者

免
状
又
は
第
三
種
冷
凍
機
械
責
任
者
免
状
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
若
し
く
は
高
圧
ガ
ス
販
売
主
任
者
試
験

の
受
験
願
書
の
受
理
、
そ
の
受
験
願
書
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
受
験
願
書
に
対
す
る
応
答

に
関
す
る
事
務

四

高
圧
ガ
ス
保
安
法
に
基
づ
く
高
圧
ガ
ス
製
造
保
安
責
任
者
試
験
等
に
関
す
る
規
則
第
二
条
第
三
号
の
高
圧

ガ
ス
製
造
保
安
責
任
者
免
状
若
し
く
は
同
条
第
六
号
の
高
圧
ガ
ス
販
売
主
任
者
免
状
の
再
交
付
の
申
請
の
受

理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務
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第
十
八
条
の
三
～
第
十
八
条
の
六

［
略
］

第
十
八
条
の
二
～
第
十
八
条
の
五

［
同
上
］

第
十
八
条
の
七

法
別
表
三
十
一
の
三
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
十
八
条
の
六

法
別
表
三
十
一
の
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
一
条
第
一
項
の
異
議
の
申
出
の
受
理
、
そ
の
申
出
に
係
る
事
実
に
つ

［
新
設
］

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

三

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
二
条
第
一
項
の
許
可
に
関
す
る
事
務

［
新
設
］

四
～
八

［
略
］

二
～
六

［
同
上
］

第
十
九
条
の
二

法
別
表
三
十
二
の
四
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

一

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
十
条
の
二
第
一
項
の
耐
空
検
査
員
の
認
定
の
申
請

の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

二

航
空
法
に
よ
る
耐
空
検
査
員
の
証
に
関
す
る
事
務

三

航
空
法
第
二
十
二
条
の
航
空
従
事
者
技
能
証
明
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審

査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

四

航
空
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
航
空
従
事
者
技
能
証
明
の
限
定
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請

に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

五

航
空
法
第
三
十
条
の
航
空
従
事
者
技
能
証
明
の
取
消
し
又
は
航
空
業
務
の
停
止
に
関
す
る
事
務

六

航
空
法
第
七
十
一
条
の
三
第
一
項
の
操
縦
技
能
審
査
員
の
認
定
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実

に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

七

航
空
法
に
よ
る
操
縦
技
能
審
査
員
の
証
に
関
す
る
事
務

八

航
空
法
第
七
十
一
条
の
三
第
四
項
の
操
縦
技
能
審
査
員
の
業
務
の
停
止
又
は
認
定
の
取
消
し
に
関
す
る
事

務
九

航
空
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
運
航
管
理
者
技
能
検
定
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い

て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

十

航
空
法
第
七
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
運
航
管
理
者
技
能
検
定
の
合
格
の
取

消
し
又
は
業
務
の
停
止
に
関
す
る
事
務

十
一

航
空
法
第
百
三
十
二
条
の
四
十
の
無
人
航
空
機
操
縦
者
技
能
証
明
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る

事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

十
二

航
空
法
第
百
三
十
二
条
の
五
十
一
第
三
項
の
無
人
航
空
機
操
縦
者
技
能
証
明
の
有
効
期
間
の
更
新
の
申

請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

十
三

航
空
法
第
百
三
十
二
条
の
五
十
二
第
一
項
の
無
人
航
空
機
操
縦
者
技
能
証
明
の
限
定
の
変
更
の
申
請
の

受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

十
四

航
空
法
第
百
三
十
二
条
の
五
十
三
の
無
人
航
空
機
操
縦
者
技
能
証
明
の
取
消
し
又
は
効
力
の
停
止
に
関

す
る
事
務

十
五

航
空
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
五
十
六
号
）
第
十
六
条
の
九
の
二
の
届
出
の
受
理
、

そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務
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十
六

航
空
法
施
行
規
則
第
十
六
条
の
十
一
の
耐
空
検
査
員
の
認
定
の
取
消
し
に
関
す
る
事
務

十
七

航
空
法
施
行
規
則
第
七
十
一
条
第
一
項
の
航
空
従
事
者
技
能
証
明
書
の
再
交
付
の
申
請
の
受
理
、
そ
の

申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

十
八

航
空
法
施
行
規
則
第
七
十
二
条
の
航
空
従
事
者
技
能
証
明
書
の
返
納
に
関
す
る
事
務

十
九

航
空
法
施
行
規
則
第
百
七
十
一
条
の
二
の
運
航
管
理
者
技
能
検
定
合
格
証
明
書
の
交
付
に
関
す
る
事
務

二
十

航
空
法
施
行
規
則
第
二
百
三
十
六
条
の
六
十
六
第
一
項
又
は
第
二
百
三
十
六
条
の
六
十
七
第
一
項
の
無

人
航
空
機
操
縦
者
技
能
証
明
書
の
再
交
付
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は

そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

二
十
一

航
空
法
施
行
規
則
第
二
百
三
十
六
条
の
六
十
八
の
無
人
航
空
機
操
縦
者
技
能
証
明
書
の
返
納
に
関
す

る
事
務

第
十
九
条
の
三

［
略
］

第
十
九
条
の
二

［
同
上
］

第
十
九
条
の
四

法
別
表
三
十
三
の
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

一

酒
税
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
六
号
）
第
七
条
第
一
項
の
酒
類
の
製
造
免
許
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申

請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

二

酒
税
法
第
八
条
の
酒
母
若
し
く
は
も
ろ
み
の
製
造
免
許
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い

て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

三

酒
税
法
第
九
条
第
一
項
の
酒
類
の
販
売
業
免
許
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審

査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

四

酒
税
法
第
十
二
条
（
同
法
第
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
酒
類
の
製
造
免
許
又
は
酒

母
若
し
く
は
も
ろ
み
の
製
造
免
許
の
取
消
し
に
関
す
る
事
務

五

酒
税
法
第
十
四
条
の
酒
類
の
販
売
業
免
許
の
取
消
し
に
関
す
る
事
務

六

酒
税
法
第
十
六
条
第
一
項
の
酒
類
、
酒
母
若
し
く
は
も
ろ
み
の
製
造
場
若
し
く
は
酒
類
の
販
売
場
の
移
転

の
許
可
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す

る
事
務

七

酒
税
法
第
十
七
条
第
一
項
の
酒
類
の
製
造
免
許
若
し
く
は
酒
母
若
し
く
は
も
ろ
み
の
製
造
免
許
若
し
く
は

同
条
第
二
項
の
酒
類
の
販
売
業
免
許
の
取
消
し
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

八

酒
税
法
第
十
八
条
の
販
売
場
を
設
け
て
い
な
い
酒
類
販
売
業
者
の
住
所
の
移
転
の
申
告
の
受
理
又
は
そ
の

申
告
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務

九

酒
税
法
第
十
九
条
第
一
項
の
酒
類
製
造
者
、
酒
母
等
の
製
造
者
若
し
く
は
酒
類
販
売
業
者
の
相
続
若
し
く

は
事
業
譲
渡
の
申
告
の
受
理
、
そ
の
申
告
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
告
に
対
す
る
応
答
に

関
す
る
事
務

十

酒
税
法
第
二
十
条
第
一
項
の
酒
類
の
製
造
若
し
く
は
販
売
の
継
続
、
同
条
第
二
項
の
酒
母
若
し
く
は
も
ろ

み
の
製
造
の
継
続
若
し
く
は
同
条
第
三
項
の
酒
類
の
販
売
の
継
続
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実

に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務
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第
二
十
二
条
の
四

法
別
表
三
十
九
の
五
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
十
二
条
の
四

法
別
表
三
十
九
の
三
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

第
二
十
七
条
の
二

法
別
表
五
十
三
の
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

一

電
気
工
事
士
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）
第
四
条
第
二
項
の
電
気
工
事
士
免
状
の
交
付
の

申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

二

電
気
工
事
士
法
第
四
条
第
三
項
第
二
号
若
し
く
は
第
四
項
第
三
号
の
認
定
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に

係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

三

電
気
工
事
士
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
号
）
第
四
条
第
一
項
の
電
気
工
事
士
免
状
の

再
交
付
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す

る
事
務

四

電
気
工
事
士
法
施
行
令
第
五
条
の
電
気
工
事
士
免
状
の
書
換
え
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実

に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

第
二
十
七
条
の
三

法
別
表
五
十
三
の
三
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

一

電
気
工
事
士
法
第
四
条
の
二
第
一
項
の
特
種
電
気
工
事
資
格
者
認
定
証
若
し
く
は
認
定
電
気
工
事
従
事
者

認
定
証
の
交
付
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

に
関
す
る
事
務

二

電
気
工
事
士
法
第
四
条
の
二
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
認
定
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実

に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

三

電
気
工
事
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
九
十
七
号
）
第
九
条
の
四
第
一
項
の
特
種

電
気
工
事
資
格
者
認
定
証
若
し
く
は
認
定
電
気
工
事
従
事
者
認
定
証
の
再
交
付
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請

に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

四

電
気
工
事
士
法
施
行
規
則
第
九
条
の
五
第
一
項
の
特
種
電
気
工
事
資
格
者
認
定
証
若
し
く
は
認
定
電
気
工

事
従
事
者
認
定
証
の
書
換
え
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に

対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

第
二
十
七
条
の
四

法
別
表
五
十
三
の
四
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
十
七
条
の
二

法
別
表
五
十
三
の
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

第
二
十
七
条
の
五

［
略
］

第
二
十
七
条
の
三

［
同
上
］

第
三
十
条

法
別
表
五
十
七
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
三
十
条

［
同
上
］

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

六

酒
税
法
又
は
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
四
号
）
附
則
第
三
十

六

酒
税
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
六
号
）
又
は
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十

九
条
に
よ
る
課
税
標
準
の
計
算
、
免
税
及
び
税
額
控
除
、
申
告
及
び
納
付
、
担
保
の
提
供
そ
の
他
の
賦
課
又

九
年
法
律
第
四
号
）
附
則
第
三
十
九
条
に
よ
る
課
税
標
準
の
計
算
、
免
税
及
び
税
額
控
除
、
申
告
及
び
納

は
徴
収
に
関
す
る
事
務

付
、
担
保
の
提
供
そ
の
他
の
賦
課
又
は
徴
収
に
関
す
る
事
務

［
七
～
三
十
八

略
］

［
七
～
三
十
八

同
上
］
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第
三
十
二
条
の
二

法
別
表
六
十
一
の
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

一

中
小
企
業
支
援
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
中
小
企
業
の
経
営
診
断

の
業
務
に
従
事
す
る
者
の
登
録
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請

に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

二

中
小
企
業
支
援
法
に
よ
る
中
小
企
業
診
断
士
登
録
証
に
関
す
る
事
務

三

中
小
企
業
診
断
士
の
登
録
等
及
び
試
験
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
通
商
産
業
省
令
第
百
九
十
二
号
）

第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
三
条
第
一
項
の
中
小
企
業
診
断
士
の
更
新
登
録
の
申
請
の
受

理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

四

中
小
企
業
診
断
士
の
登
録
等
及
び
試
験
に
関
す
る
規
則
第
十
一
条
第
一
項
の
中
小
企
業
の
経
営
診
断
の
業

務
に
従
事
す
る
こ
と
を
休
止
す
る
旨
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の

申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

五

中
小
企
業
診
断
士
の
登
録
等
及
び
試
験
に
関
す
る
規
則
第
十
二
条
第
一
項
の
中
小
企
業
の
経
営
診
断
の
業

務
に
従
事
す
る
こ
と
を
再
開
す
る
旨
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の

申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

六

中
小
企
業
診
断
士
の
登
録
等
及
び
試
験
に
関
す
る
規
則
第
十
三
条
第
一
項
の
中
小
企
業
診
断
士
の
登
録
事

項
の
変
更
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関

す
る
事
務

七

中
小
企
業
診
断
士
の
登
録
等
及
び
試
験
に
関
す
る
規
則
第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
二
項
の
中

小
企
業
診
断
士
の
登
録
の
消
除
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請

に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

八

中
小
企
業
診
断
士
の
登
録
等
及
び
試
験
に
関
す
る
規
則
第
十
六
条
第
一
項
の
中
小
企
業
診
断
士
の
再
登
録

の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

第
三
十
八
条
の
二

法
別
表
六
十
七
の
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

一

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
四
十
四
条
第
二
項
の
主
任
技
術
者
免
状
の
交
付
の

申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

二

電
気
事
業
法
の
規
定
に
基
づ
く
主
任
技
術
者
の
資
格
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
年
通
商
産
業
省
令
第

五
十
二
号
）
第
五
条
第
一
項
の
主
任
技
術
者
免
状
の
再
交
付
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

第
四
十
三
条
の
二
の
二

法
別
表
七
十
六
の
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

一

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九

号
）
第
三
十
八
条
の
四
第
一
項
の
液
化
石
油
ガ
ス
設
備
士
免
状
の
交
付
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る

事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

二

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
三
十
八
条
の
四
第
二
項
第
三
号
の

認
定
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る

事
務
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三

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
三
十
八
条
の
四
第
四
項
の
液
化
石

油
ガ
ス
設
備
士
免
状
の
返
納
に
関
す
る
事
務

四

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
三
十
八
条
の
五
第
一
項
の
液
化
石

油
ガ
ス
設
備
士
試
験
の
受
験
願
書
の
受
理
、
そ
の
受
験
願
書
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
受
験

願
書
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

五

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省

令
第
十
一
号
）
第
九
十
七
条
第
一
項
の
液
化
石
油
ガ
ス
設
備
士
免
状
の
再
交
付
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請

に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

六

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
九
十
八
条
第
一
項
の
液

化
石
油
ガ
ス
設
備
士
免
状
の
書
換
え
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の

申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

第
四
十
三
条
の
二
の
三

法
別
表
七
十
六
の
三
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
四
十
三
条
の
二
の
二

法
別
表
七
十
六
の
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

第
四
十
三
条
の
二
の
四
～
第
四
十
三
条
の
二
の
九

［
略
］

第
四
十
三
条
の
二
の
三
～
第
四
十
三
条
の
二
の
八

［
同
上
］

第
四
十
六
条
の
二
の
六

法
別
表
九
十
一
の
三
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

一

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
百
二
十
二
条
第
一
項
の
計
量
士
の
登
録
の
申
請
の
受
理
、
そ

の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

二

計
量
法
第
百
二
十
三
条
の
計
量
士
の
登
録
の
取
消
し
又
は
名
称
の
使
用
の
停
止
に
関
す
る
事
務

三

計
量
法
第
百
二
十
五
条
の
計
量
士
国
家
試
験
の
願
書
の
受
理
、
そ
の
願
書
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

又
は
そ
の
願
書
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

四

計
量
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
第
三
十
条
第
一
項
の
認
定
の
申
請
の
受
理
、
そ
の

申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
審
査
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

五

計
量
法
施
行
令
第
三
十
一
条
の
計
量
士
資
格
認
定
証
の
再
交
付
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実

に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

六

計
量
法
施
行
令
第
三
十
五
条
の
計
量
士
登
録
証
の
訂
正
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い

て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

七

計
量
法
施
行
令
第
三
十
六
条
の
計
量
士
登
録
証
の
再
交
付
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

八

計
量
法
施
行
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
六
十
九
号
）
第
六
十
八
条
の
計
量
士
国
家
試
験
の
合
格

証
書
の
授
与
に
関
す
る
事
務

九

計
量
法
施
行
規
則
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
の
計
量
士
国
家
試
験
の
合
格
証
書
の
再
交
付
の
申
請
の
受

理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

第
五
十
二
条
の
二

法
別
表
百
五
の
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

一

弁
理
士
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
九
条
の
弁
理
士
試
験
の
受
験
願
書
の
受
理
、
そ
の
受
験
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願
書
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
受
験
願
書
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

二

弁
理
士
法
第
十
一
条
の
試
験
の
免
除
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ

の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

三

弁
理
士
法
第
十
三
条
の
合
格
証
書
の
授
与
に
関
す
る
事
務

四

弁
理
士
法
第
十
四
条
第
一
項
の
弁
理
士
試
験
の
合
格
の
決
定
の
取
消
し
又
は
そ
の
試
験
を
受
け
る
こ
と
の

禁
止
に
関
す
る
事
務

五

弁
理
士
法
第
十
五
条
第
一
項
の
受
験
手
数
料
の
納
付
に
関
す
る
事
務

第
五
十
二
条
の
三
～
第
五
十
二
条
の
六

［
略
］

第
五
十
二
条
の
二
～
第
五
十
二
条
の
五

［
同
上
］

第
五
十
八
条

法
別
表
百
十
五
の
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の

第
五
十
八
条

削
除

保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
六
十
二
条
第
一
項
（
同
法
第
百
八

十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
避
難
住
民
の
誘
導
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

第
五
十
八
条
の
二

法
別
表
百
十
五
の
三
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

一

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
第
七
十
五
条
第
一
項
（
同
法
第

百
八
十
三
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
項
（
同
法
第
百
八
十
三
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
よ
る
避
難
住
民
及
び
武
力
攻
撃
災
害
若
し
く
は
緊
急
対
処
事
態
に
お
け

る
災
害
に
よ
る
被
災
者
の
救
援
の
実
施
に
関
す
る
事
務

二

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
第
百
五
十
九
条
第
二
項
（
同
法

第
百
八
十
三
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
実
費
の
弁
償
の
申
請
の
受
理
、
そ
の

申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

第
五
十
八
条
の
三

法
別
表
百
十
五
の
四
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

一

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
第
九
十
四
条
第
一
項
（
同
法
第

百
八
十
三
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
項
（
同
法
第
百
八
十
三
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
安
否
情
報
の
収
集
に
関
す
る
事
務

二

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
第
九
十
五
条
第
一
項
（
同
法
第

百
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
安
否
情
報
の
提
供
に
関
す
る
事
務

第
五
十
八
条
の
四

法
別
表
百
十
五
の
五
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国

［
新
設
］

民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
第
百
六
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
百
八

十
三
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
損
害
の
補
償
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係

る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
第
八
号
に
基
づ

く
利
用
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
命
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
第
八
号
に

基
づ
く
利
用
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
命
令
（
令
和
六
年
デ
ジ
タ
ル
庁
・
総
務
省
令
第
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
二
条

法
第
十
九
条
第
八
号
の
別
表
行
政
機
関
等
の
う
ち
特
定
個
人
番
号
利
用
事
務
を
処
理
す
る
者
と
し
て
主

第
二
条

［
同
上
］

務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
者
と
し
、
同
号
の
法
別
表
の
各
項
の
下
欄
に
掲
げ
る

事
務
（
準
法
定
事
務
を
含
む
。
）
の
う
ち
、
迅
速
に
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
効
率
化

を
図
る
べ
き
も
の
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
事
務
と
し
、
同
号
の
利

用
特
定
個
人
情
報
を
記
録
し
た
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
保
有
す
る
者
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
別
表
行

政
機
関
等
又
は
法
務
大
臣
は
、
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
者
と
し
、
同
号
の
特
定
個
人
番
号
利
用
事
務
を
処
理

す
る
た
め
に
必
要
な
特
定
個
人
情
報
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
情
報
と

す
る
。

情
報
照
会
者

特
定
個
人
番
号
利
用
事
務

情
報
提
供
者

利
用
特
定
個
人
情
報

情
報
照
会
者

特
定
個
人
番
号
利
用
事
務

情
報
提
供
者

利
用
特
定
個
人
情
報

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

三
十
四
の
二

都
道

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て

三
十
四
の
二

都
道

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て

府
県
教
育
委
員
会

十
四
年
法
律
第
百
四
十
七

第
三
十
六
条
の
二
で
定
め

府
県
教
育
委
員
会

十
四
年
法
律
第
百
四
十
七

第
三
十
六
条
の
二
で
定
め

号
）
に
よ
る
教
育
職
員
の
免

る
も
の

号
）
に
よ
る
教
育
職
員
の
免

る
も
の

許
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て

許
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て

第
三
十
六
条
の
二
で
定
め
る

第
三
十
六
条
の
二
で
定
め
る

も
の

も
の

三
十
四
の
三

農
林

獣
医
師
法
（
昭
和
二
十
四
年

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て

水
産
大
臣

法
律
第
百
八
十
六
号
）
に
よ

第
三
十
六
条
の
三
で
定
め

る
獣
医
師
の
免
許
に
関
す
る

る
も
の

事
務
で
あ
っ
て
第
三
十
六
条

の
三
で
定
め
る
も
の

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

五
十
五
の
二

法
務

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定

医
療
保
険
者
又
は
後
期

医
療
保
険
給
付
関
係
情
報

五
十
五
の
二

法
務

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定

医
療
保
険
者
又
は
後
期

医
療
保
険
給
付
関
係
情
報

大
臣

法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第

高
齢
者
医
療
広
域
連
合

で
あ
っ
て
五
十
七
条
の
二

大
臣

法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第

高
齢
者
医
療
広
域
連
合

で
あ
っ
て
五
十
七
条
の
二

三
百
十
九
号
）
に
よ
る
外
国

で
定
め
る
も
の

三
百
十
九
号
）
に
よ
る
外
国

で
定
め
る
も
の

人
の
在
留
資
格
に
係
る
許
可

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て

人
の
在
留
資
格
に
係
る
許
可

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て

に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
五

五
十
七
条
の
二
で
定
め
る

に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
五

五
十
七
条
の
二
で
定
め
る

十
七
条
の
二
で
定
め
る
も
の

も
の

十
七
条
の
二
で
定
め
る
も
の

も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
で
あ
っ

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
で
あ
っ

て
五
十
七
条
の
二
で
定
め

て
五
十
七
条
の
二
で
定
め

る
も
の

る
も
の

厚
生
労
働
大
臣
若
し
く

年
金
給
付
関
係
情
報
で

厚
生
労
働
大
臣
若
し
く

年
金
給
付
関
係
情
報
で
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は
日
本
年
金
機
構
又
は

あ
っ
て
五
十
七
条
の
二
で

は
日
本
年
金
機
構
又
は

あ
っ
て
五
十
七
条
の
二
で

共
済
組
合
等

定
め
る
も
の

共
済
組
合
等

定
め
る
も
の

五
十
五
の
三

国
土

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て

交
通
大
臣

律
第
二
百
三
十
一
号
）
に
よ

第
五
十
七
条
の
三
で
定
め

る
耐
空
検
査
員
の
認
定
、
航

る
も
の

空
従
事
者
技
能
証
明
書
の
交

付
、
操
縦
技
能
審
査
員
の
認

定
又
は
運
航
管
理
者
技
能
検

定
の
実
施
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
第
五
十
七
条
の
三
で

定
め
る
も
の

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

八
十
七

市
町
村
長

老
人
福
祉
法
に
よ
る
費
用
の

医
療
保
険
者
又
は
後
期

医
療
保
険
給
付
関
係
情
報

八
十
七

市
町
村
長

老
人
福
祉
法
に
よ
る
費
用
の

医
療
保
険
者
又
は
後
期

医
療
保
険
給
付
関
係
情
報

徴
収
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ

高
齢
者
医
療
広
域
連
合

で
あ
っ
て
第
八
十
九
条
で

徴
収
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ

高
齢
者
医
療
広
域
連
合

で
あ
っ
て
第
八
十
九
条
で

て
第
八
十
九
条
で
定
め
る
も

定
め
る
も
の

て
第
八
十
九
条
で
定
め
る
も

定
め
る
も
の

の

都
道
府
県
知
事
等

生
活
保
護
関
係
情
報
で

の

都
道
府
県
知
事
等

生
活
保
護
関
係
情
報
で

あ
っ
て
第
八
十
九
条
で
定

あ
っ
て
第
八
十
九
条
で
定

め
る
も
の

め
る
も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
、
住
民

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
、
住
民

票
関
係
情
報
又
は
介
護
保

票
関
係
情
報
又
は
介
護
保

険
給
付
等
関
係
情
報
で

険
給
付
等
関
係
情
報
で

あ
っ
て
第
八
十
九
条
で
定

あ
っ
て
第
八
十
九
条
で
定

め
る
も
の

め
る
も
の

厚
生
労
働
大
臣
若
し
く

年
金
給
付
関
係
情
報
で

厚
生
労
働
大
臣
若
し
く

年
金
給
付
関
係
情
報
で

は
日
本
年
金
機
構
又
は

あ
っ
て
第
八
十
九
条
で
定

は
日
本
年
金
機
構
又
は

あ
っ
て
第
八
十
九
条
で
定

共
済
組
合
等

め
る
も
の

共
済
組
合
等

め
る
も
の

厚
生
労
働
大
臣

失
業
等
給
付
関
係
情
報
で

厚
生
労
働
大
臣

失
業
等
給
付
関
係
情
報
で

あ
っ
て
第
八
十
九
条
で
定

あ
っ
て
第
八
十
九
条
で
定

め
る
も
の

め
る
も
の

八
十
七
の
二

経
済

中
小
企
業
支
援
法
（
昭
和
三

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て

産
業
大
臣

十
八
年
法
律
第
百
四
十
七

第
八
十
九
条
の
二
で
定
め

号
）
に
よ
る
中
小
企
業
の
経

る
も
の

営
診
断
の
業
務
に
従
事
す
る

者
の
登
録
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
第
八
十
九
条
の
二
で

定
め
る
も
の
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［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

九
十
三

都
道
府
県

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支

厚
生
労
働
大
臣

労
働
者
災
害
補
償
関
係
情

九
十
三

都
道
府
県

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支

厚
生
労
働
大
臣

労
働
者
災
害
補
償
関
係
情

知
事
等

給
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
障

報
で
あ
っ
て
第
九
十
五
条

知
事
等

給
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
障

報
で
あ
っ
て
第
九
十
五
条

害
児
福
祉
手
当
又
は
特
別
障

で
定
め
る
も
の

害
児
福
祉
手
当
又
は
特
別
障

で
定
め
る
も
の

害
者
手
当
の
支
給
に
関
す
る

厚
生
労
働
大
臣
若
し
く

年
金
給
付
関
係
情
報
で

害
者
手
当
の
支
給
に
関
す
る

厚
生
労
働
大
臣
若
し
く

年
金
給
付
関
係
情
報
で

事
務
で
あ
っ
て
第
九
十
五
条

は
日
本
年
金
機
構
又
は

あ
っ
て
第
九
十
五
条
で
定

事
務
で
あ
っ
て
第
九
十
五
条

は
日
本
年
金
機
構
又
は

あ
っ
て
第
九
十
五
条
で
定

で
定
め
る
も
の

共
済
組
合
等

め
る
も
の

で
定
め
る
も
の

共
済
組
合
等

め
る
も
の

地
方
公
務
員
災
害
補
償

地
方
公
務
員
災
害
補
償
関

地
方
公
務
員
災
害
補
償

地
方
公
務
員
災
害
補
償
関

基
金

係
情
報
で
あ
っ
て
第
九
十

基
金

係
情
報
で
あ
っ
て
第
九
十

五
条
で
定
め
る
も
の

五
条
で
定
め
る
も
の

九
十
三
の
二

経
済

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て

産
業
大
臣

年
法
律
第
百
七
十
号
）
に
よ

第
九
十
五
条
の
二
で
定
め

る
主
任
技
術
者
免
状
の
交
付

る
も
の

に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
第

九
十
五
条
の
二
で
定
め
る
も

の

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

第
三
十
六
条
の
三

第
二
条
の
表
三
十
四
の
三
の
項
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
と
し
、
同
項

［
新
設
］

で
定
め
る
情
報
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
情
報
と
す
る
。

一

獣
医
師
法
第
三
条
の
獣
医
師
の
免
許
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務

当
該
申
請

を
行
う
者
に
係
る
戸
籍
関
係
情
報

二

獣
医
師
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
農
林
省
令
第
九
十
三
号
）
第
三
条
第
一
項
の
獣
医
師
の
登
録
事
項

の
変
更
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務

当
該
申
請
を
行
う
者
に
係
る
戸
籍
関
係
情

報
三

獣
医
師
法
施
行
規
則
第
五
条
の
獣
医
師
の
死
亡
等
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務

当
該
届
出
に
係
る
者
に
係
る
戸
籍
関
係
情
報

四

獣
医
師
法
施
行
規
則
第
八
条
第
一
項
の
獣
医
師
免
許
証
の
再
交
付
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

に
関
す
る
事
務

当
該
申
請
を
行
う
者
に
係
る
戸
籍
関
係
情
報

第
五
十
七
条
の
三

第
二
条
の
表
五
十
五
の
三
の
項
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
と
し
、
同
項

［
新
設
］

で
定
め
る
情
報
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
情
報
と
す
る
。

一

航
空
法
第
十
条
の
二
第
一
項
の
耐
空
検
査
員
の
認
定
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事

務

当
該
申
請
を
行
う
者
に
係
る
戸
籍
関
係
情
報

二

航
空
法
第
二
十
二
条
の
航
空
従
事
者
技
能
証
明
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務
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当
該
申
請
を
行
う
者
に
係
る
戸
籍
関
係
情
報

三

航
空
法
第
七
十
一
条
の
三
第
一
項
の
操
縦
技
能
審
査
員
の
認
定
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に

関
す
る
事
務

当
該
申
請
を
行
う
者
に
係
る
戸
籍
関
係
情
報

四

航
空
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
運
航
管
理
者
技
能
検
定
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る

事
務

当
該
申
請
を
行
う
者
に
係
る
戸
籍
関
係
情
報

五

航
空
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
五
十
六
号
）
第
七
十
一
条
第
一
項
の
航
空
従
事
者
技
能

証
明
書
の
再
交
付
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務

当
該
申
請
を
行
う
者
に
係
る
戸

籍
関
係
情
報

第
八
十
九
条
の
二

第
二
条
の
表
八
十
七
の
二
の
項
で
定
め
る
事
務
は
、
中
小
企
業
診
断
士
の
登
録
等
及
び
試
験

［
新
設
］

に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
通
商
産
業
省
令
第
百
九
十
二
号
）
第
十
五
条
第
二
項
の
中
小
企
業
診
断
士
の
登

録
の
消
除
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務
と
し
、
同
表
八
十
七
の
二
の
項
で
定
め
る
情

報
は
、
当
該
申
請
に
係
る
者
に
係
る
戸
籍
関
係
情
報
と
す
る
。

第
九
十
五
条
の
二

第
二
条
の
表
九
十
三
の
二
の
項
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
と
し
、
同
項

［
新
設
］

で
定
め
る
情
報
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
情
報
と
す
る
。

一

電
気
事
業
法
第
四
十
四
条
第
二
項
の
主
任
技
術
者
免
状
の
交
付
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に

関
す
る
事
務

当
該
申
請
を
行
う
者
に
係
る
戸
籍
関
係
情
報

二

電
気
事
業
法
の
規
定
に
基
づ
く
主
任
技
術
者
の
資
格
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
年
通
商
産
業
省
令
第

五
十
二
号
）
第
五
条
第
一
項
の
主
任
技
術
者
免
状
の
再
交
付
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す

る
事
務

当
該
申
請
を
行
う
者
に
係
る
戸
籍
関
係
情
報

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
命
令
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
及
び
住
民
基

本
台
帳
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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